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今号の内容今号の内容今号の内容今号の内容今号の内容

空母原子炉の危険
＜人間＞と＜技術＞の両面から

【連載】いま語る５豊　博光さんフォトジャーナリスト

　原子力空母の横須賀母港を考えるとき、原子炉の安全
性の問題と原子力型の必要性の問題が二つの重要問題
になるであろう。そのうち安全性の問題は、①技術的側面、
②制度的側面、③人間的側面の三つの側面に大別でき
る。これらの側面は、独立の問題ではなく、実際には相互に
絡み合い、重なり合って事故に結びついてゆく。
　米海軍は、技術的問題、制度的問題について、周到に
準備されたＰＲ作戦を展開している。米海軍は主張する。

　横須賀への原子力空母母港に関して、米海軍は安全性に関する積極的なＰＲ
作戦を開始したと考えられる。推進派の政治家や地元有力者やジャーナリズムを
使いながら、今後ともその作戦は強められてゆくであろう。本誌では、ＮＧＯのなか
でこれまで蓄積されてきた情報を提出しながら、そのような一方的な情報作戦に
おいて隠されていること、歪曲されていることを明らかにする。そして本当に市民
の立場に立った安全論は何かを示してゆく。
　今号では、上記２件について論じる。

１．原子力空母ニミッツに
おける内部告発

２．原子力推進計画次長の
コロナド市議会証言
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１．原子力空母ニミッツにおける内部告発

耐えかねた４人の告発
事故の人間的側面を照らす

同じ加圧沸騰水型原子炉であっても、海軍原子炉は商業
発電炉とまったく異なった軍事目的仕様の設計が行われ
ており、極めて安全性が高い。しかも、その安全運転は技
術者の厳密な訓練によって保証されている、と。
　彼らの主張の根本的欠陥は、市民を納得させるために
都合のよい情報の断片のみを示し、商業原子炉では公に
されている技術上の基礎情報を「軍事機密」として公開し
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ないことである。そのために公正な第三者の評価を得る
ことができない。このような問題の具体例については、本
論に続く稿で明らかにする（５ページ）。
　一方で、安全性の人間的側面について、米海軍はまっ
たく語っていない。その意味で、ここでは空母ニミッツの
内部告発を取り上げ、私たちにとっての重要な教訓を引
き出したい。

発端

　１９９０年８月２日深夜、４人の米海軍下士官が、シアトル
（ワシントン州）のキロ・セブン（ＫＩＲＯ７）テレビ・チャンネル
（ＣＢＳ系）に登場した。４人は、原子力空母ニミッツの原子
炉技術者であると名乗り、覆面で顔を隠し、音声も変えて
出演することが許された。キャスターとレポーターが経緯
を説明した。彼らは、約１か月の修理をほぼ終了して試験
航海に出る寸前の空母ニミッツの原子炉について、「原
子炉は安全ではない」と思いあぐねた結果の内部告発
を行ったのである。空母の修理は、米国西海岸唯一の海
軍原子炉修理能力のあるピュージェット湾海軍造船所
（ワシントン州ブレマトン）において行われた。

安全性テストの捏造

　８月４日の地元各紙は、テレビで語られた内部告発の
内容を報道した。有力紙「シアトル・ポスト・インテリジェン
サー」は次のように書いた１。

　水兵たちは誰も身元を明かさなかった。（テレビ）報
道では、知識のある高学歴の核技術者であると紹介
された。
　水兵たちは次のように主張した。
　■訓練が行き届いておらず、核安全定期テストで
はカンニングが横行するようになっている。

　■ニミッツに欠陥ハードウェアが取り付けられた。
　■放射能漏れ事故を防ぐための最近のテスト（複
数）は、スケジュールの必要性に合わせるため

に捏造された。
　水兵の一人は、ある事故では「放射能を閉じ込め
ることができなかった」と断言した。
　何人かの水兵は、テストを完了させてスケ
ジュールを守るためにひどい強制を受けているの
で、原子炉システムを壊してしまおうと話し合って
いる、と言った。「いつでも原子炉を壊す準備がで
きている」と一人の水兵は言った。

　別の地元紙は、ＡＰ通信の記事を掲載した２。そこには、
次のような内容も記されていた。

　地元メディアと接触した４人の水兵は、乗組員（複
数）が原子炉の検査をごまかしたこと、港に停泊中
に週１００時間も働かなければならない原子炉オペ
レーター（複数）もいること、そして、核事故があった
ときに多くの原子炉技術者は十分な対策知識をもっ
ていないこと、などを主張した。
　乗組員たちはキロ・テレビでのインタビューでは
顔も声もマスクしていたが、何人かはきつい仕事ス
ケジュールから逃れるために原子炉を壊すことを考
えたとも主張した。
　しかし、その後、一人は、「４人が直ぐにもそのよう
な行為をしようとしていると言いたかったのではな
い。上官を窮地に追い込むために、過労の乗組員
たちがちょっとした行為に及ぶかも知れないのだ」と
ＡＰ通信に語った。

海軍の反応

　海軍は直ちに反応した。翌８月３日のキロ・セブンの
ニュース報道によれば３、ニミッツの上官は乗組員にテレ
ビのビデオを流し、内部告発者が誰であるかを見つけだ
し、処罰しようとした。同時に、書面による反論の声明を出
した。ピースデポが入手している反論の全文を翻訳して
資料として掲げる（４ページ資料）。
　海軍は、水兵たちの告発を根拠薄弱とし、空母の安全
性に問題はないと強調した。そして、この回答において
は、客観的な事実調査を行うことすら表明しなかった。そ
の後、事実調査に追い込まれて行くが、経過を見るとき
に、海軍の回答の中で注目すべきことは、次の２点であ
ろう。
　第一の点は、原子炉技術者が過重な労働を強いら
れ、極度の緊張と過労に曝されていることを当局が認め
ている点である。そして、「彼らが時にはストレスを発散
するはけ口を求めるのも無理はない」と述べている。この
言葉は、２重の意味で状況の深刻さを裏書きしている。
つまり、海軍当局と「上官を窮地に追い込むために、過労
の乗組員たちがちょっとした行為に及ぶかも知れない」
と述べている水兵と状況認識が一致している。その上、
海軍の回答が乗組員に同情を示し、彼らを刺激せずに
穏便な解決を図ろうとする姿勢を見せたことで、状況の
切実さをいっそうリアルに物語る結果になっている。
　第二の点は、海軍が「カンニングの横行などあり得な

地元紙に掲載された内部告発者の１人の妻（左）、母親と弁護士
の写真。「シアトル･ポスト･インテリジェンサー」１９９０年８月７日。
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い」と断言している点である。実際に海軍は、規律や制
度によって厳格な安全資格を維持していると主張した。
しかし、内部告発の結果、後に行われた調査によって９人
のカンニングが明らかになり、彼らの資格は剥奪されるこ
とになった。こうなると、９人がすべてであると断言するの
は困難であろうし、ニミッツ号だけが例外であるというこ
とも困難であろう。ここに、技術、管理制度、規律などの整
備だけで片づけることのできない、事故の背後にある人
間的側面の重要性が浮かび上がってくる。

その後の経過

　海軍は、４人の人物を特定して空母船内に拘束した。
４人は弁護士を依頼して人権と生命の擁護を依頼した。
８月６日に修理を完了した空母ニミッツが１か月ほどの試
験航海に出るに当たって、４人は乗艦しないで陸上で取
り調べを受けることを訴えたが許されなかった。刑事逮
捕ではないという理由で、弁護士が乗艦して付き添うと
いう要求も受け入れられなかった。４人の中の１人はス
チーブン・ピューマという実名を公開し、妻と母親が「船
上では生命の危険がある」とテレビでも新聞でも訴えた４。
結局、空母は４人を乗せたまま、８月６日に出港した。
　地元の連邦議員２人が真相究明を求めた。そのような
圧力の中で、海軍は内部調査を行った結果を８月１３日に
公表した。それによると、原子炉運転資格を検査する筆
記試験を受けた４５人の中、告発した４人を含め９人がカ
ンニングをしたことを認めた５。にもかかわらず、海軍の調
査報告は「船の原子炉は安全であり、乗組員には原子炉
運転の資格がある」「乗組員の（原子炉）推進機関を安
全に運転する資格や能力に疑問を投げかけるような発
見は何もなかった」と述べた６。海軍としては、それ以外に
言いようのないような苦しい結論である。それならば、
「あってもなくてもよいような試験ではないか」と言われて
も仕方がないような見解である。
　また、４人が原子炉推進システムのテストにおいてス
ケジュールに合わせるための手抜きがあったと告発した
ことに対して、海軍は、テスト手順は複雑であって、４人は
直接の関係者ではないのでそれを理解できていない、と
反論した。しかし、４人の弁護士は、問題を指摘している
のは４人だけではなくて他にもいることを指摘し、安全問
題は解決していないと主張した。
　調査結果は、５つの独立に行った調査によって導かれ
たと海軍は説明したが、５つの組織とは、空母ニミッツ、
ピュージェット湾海軍造船所、太平洋海軍航空軍、海軍
原子力推進本部、海軍調査部（ＮＩＳ）であり、いずれも海
軍の内輪の組織である。４人の弁護士や家族は、独立機
関による調査を要求した７。
　海軍は、繰り返し「４人は自由に行動できるが、機密情
報を公に話した場合には罰せられる」と語った。８月１７
日、空母ニミッツは試験航海の途中にサンディエゴ海軍
基地に寄港した。そのとき、４人の１人スチーブン・ピュー
マは妻と母親とともに記者会見に臨んだ。母親たちは、第
３者による調査の必要を訴え続けたが、本人は弁護士の
忠告があるとして、記者の質問には応えなかった。

　８月２８日、海軍は９人のカンニングを犯した水兵は、原
子炉関係の仕事に従事する資格を剥奪されたことを報
じた。海軍の声明は「原子力推進機関の運転と維持に携
わる者は、必然的に極めて高い水準を要求される」「これ
らの人間がこの高い水準を維持しなかったことを認めた
ことは、彼らの信頼に対する確信を失わせ、当局は今回
の処置を取ることとなった」と述べている８。
　８月３１日、空母ニミッツは試験航海を終えてピュー
ジェット湾海軍造船所に戻った。

横須賀への教訓

　空母ニミッツの内部告発は、私たちに次のことを教え
ている。

１．軍事的要請が最優先される
　最も重要なことの一つは、軍事的要請を最優先に物事
が考えられている世界に彼らは住んでいることである。こ
の点では、内部告発者も海軍も一致している。
　たとえば、この内部告発が行われた９０年８月２日という
日付は、偶然にもイラクによるクウェート侵攻の日であり、
８月４日には空母インデペンデンスがインド洋から北アラ
ビア海に向かい、８月７日には空母アイゼンハワーが地中
海からスエズ運河を通過するといった情勢であった。空
母ニミッツにも緊急任務が課せられる可能性があった。
この例が示しているように、常にスケジュール通りに任務
遂行可能な状態に保つことが、彼らにとって至上命令で
あり、彼らはその条件下で仕事をしなければならない。
　内部告発で明らかになり、海軍も認めているように、た
とえ詳細な原子炉の安全点検マニュアルがあっても、現
場ではスケジュールに合わせるために「変形動作」が行
われる。さらに、現場では、時間に間に合わせるために、
データの捏造が行われていることも告発された。「結果
オーライ」の考えで行われるこのような変形動作が、ある
条件下で事故につながることは、過去の事故論の常識
である。

２．海軍の断言口調に注意せよ
　試験にカンニングが横行することは、一時的には防止
することができるかも知れない。しかし、規律を長く保つこ
とは困難である。また、人員確保のために、資格のないも
のに資格を与えることが行われていることが、原子力潜
水艦フィンバックで発覚した９。さらに、海軍原子炉ではな
いが核兵器の扱いに関して米国防省で行われていた
「人員信頼度確保プラグラム」に関しては詳細な実態調
査報告があり、実際に事故を防ぐ上で、このような制度に
限界があることも示されている１０。
　このような現実があるにもかかわらず、海軍は制度が
万全であるかのように発言する。ニミッツの場合にも、カン
ニングの横行はあり得ないと言っていたが、調査の結果
は、２０％の者がカンニングをしていたことが明らかになっ
た。このような事態は例外的と言うよりも、規律の緩みの波
の中で繰り返し起こると考えるべきであろう。
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　米海軍艦ニミッツ号（ＣＶＮ６８）は、定期
予防保守および機器修理の作業を実施す
るなど、一カ月にわたる停泊時保守整備期
間を終了しようとしている。この作業では、
空母の原子炉区画に隣接する区画の水密
性が完全かどうかを評価する定期試験も
行われた。これらの試験は、一部の甲板被
覆および区画の通気箇所の特定、修理も
含めて完了し、満足の行く結果を得てい
る。空母の原子炉は試験中は停止してお
り、これらの試験には原子炉の安全性に影
響を及ぼす要素は何もなかった。

　キロ（ＫＩＲＯ）・テレビで流された空母ニ
ミッツ号乗組員の言葉によれば、試験でカ
ンニングが行われ、ハードウェアには欠陥
があり、乗組員らは機器に損傷を与えようと
もくろんでいたという。保守整備期間は、乗
組員にかなりの頑張りが要求される、つら
い時間となっている。作業を安全かつ予定
どおりにやり遂げなければならないというプ
レッシャーは当然ある。しかし、停泊中であ
れ、海上の戦闘訓練中であれ、乗組員が
日常的に闘わなければならないプレッ

シャーと何ら変わるところはない。このような
状況では、これらの献身的な人々から多く
が要求され、多くが与えられる。それゆえ、
彼らが時にはストレスを発散するはけ口を
求めるのも無理はない。

　報道された主張は曖昧であり、回答の根
拠とすべき具体的な事項はほとんどない。
しかし、空母ニミッツ号における成績標準
は非常に高く、乗組員の訓練、試験、資格
認定の継続的プログラムは十分な監督の
下に実施されている。カンニングが横行す
るということはあり得ない。誰であれ、カンニ
ングは許されないし、従事している人々の
質を見れば、カンニングする人がいるとは
考えられない。ごまかしをすれば、原子炉
運転員としての将来がなくなってしまう。

　ハードウェアの欠陥について言えば、行
われた試験にははっきりした目的があり、そ
れは機器を点検、必要であれば修理した
上で再度試験して、確実に正常に働くよう
にすることであった。試験では、場合によっ
ては、修理が必要な状況があれば、それを

明らかにするために、その時だけの特別な
やり方をすることもあり、その方法は、個 の々
乗組員にとっては、運転員として知ってい
る正規のやり方と対応しないと思われるこ
とがある。最終的に満足の行く試験結果を
得ることが義務として要求されており、それ
によって機器と運転手順が正しく機能する
ことが確認される。

　乗組員が機器に損傷を与えるという脅し
があるとの報道は明らかにゆゆしいことで
はあるが、その信憑性には疑問がある。原
子炉の安全性についての懸念の表明と、
機器に損傷を与えるという脅しとは矛盾す
る。ニミッツ号ではそのような行為があった
ことはない。米海軍の原子炉を運転するに
当たって守られている規律、実施されてい
る監督や防護策を考えると、そのような行
為が発見されずに生起することはないで
あろうし、重大な問題を引き起こすこともあ
りそうにない。そのような行為は他の人の安
寧を脅かす可能性があり、米海軍の軍務
の倫理と行動規範とは全く相いれないこと
を、乗組員は誰でもよく心得ている。そのよ
うな行為があれば、大目に見られることは
なく、最も厳しい対応がとられる結果とな
る。（訳：鵜飼礼子）

ニミッツ内部告発に関する海軍当局の反応
（１９９０年８月３日）

回　答

資料

３．真実は明るみに出ない
　４人の告発者は資格を剥奪された。また、軍の機密漏
洩があれば、刑事事件になるとも繰り返し警告された。一
連の経過の中で、海軍は「内部告発ホットライン」が海軍
内部に存在しており、外に出す前にまずそれを活用すべ
きだと主張した１１。想像できることであるが、内部における
告発は、責任上官の落ち度や組織全体の落ち度と見ら
れない範囲で処理されたり、処理されなかったりするで
あろう。第三者による客観的な評価が加えられないまま、
内部事情によって問題が山積して行く可能性がいつも
ある。空母ニミッツで起こった内部告発も、そのようなうっ
積の結果であったと見ることができる。
　全体として、制度は海軍原子炉に関するマイナスの諸
問題は、外に出ない仕組みが作られていると考えなけれ
ばならない。海軍原子炉が無事故を誇れば誇るほど、そ
の枠組みは強固になる。

大事故はおこりうる

　現場につきもののこのような人間的要素は、「大事故は
起こりうる」という冷静な認識に立つことの必要性を私た
ちに教えている。軍組織の特殊性と原子炉技術の特殊

性が重なった原子力空母母港化問題においてはなおさ
らである。
　そのような冷静な認識に立つとき、横須賀、横浜、川
崎、東京と連なる世界に類のない人口過密の場所に原
子力空母の母港を定めるというような決定は、あってはな
らない政治判断であると私は考える。この危険と天秤に
掛けられるような原子力空母の価値は、一体何だという
のであろうか。（梅林宏道）　

注
１．１９９０年８月４日「シアトル・ポスト・インテリジェンサー」
２．１９９０年８月４日「ブレマトン・サン」
３．１９９０年８月３日午後５時「キロ・セブン・ニュース」速記
４．１９９０年８月７日「シアトル・ポスト・インテリジェンサー」。８月６日
「キロ・セブン」速記

５．１９９０年８月１５日「ブレマトン・サン」
６．同上
７．１９９０年８月１８日「ブレマトン・サン」
８．１９９０年８月２９日「ブレマトン・サン」
９．１９９０年９月６日「デイリー・プレス」（バージニア州ハンプトン）
１０．梅林宏道「隠された核事故」（１９８９年、創史社）ｐｐ．１７６－１８２
１１．１９９０年８月７日「ブレマトン・サン」

●Ｍ
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Ｍ

２．原子力推進計画次長のコロナド市議会証言

コロナド市公聴会

　１９９６年４月６日に開かれた公聴会は、ニミッツ級原子
力空母「ジョン・Ｃ・ステニス」のサンディエゴ母港化に関
するものであり、市議会の特別会として開かれた。コロナ
ド市は、原子力空母が停泊するノース・アイランド海軍航
空基地に近接する町である。公聴会には市長、助役、市
議会議員などのほか環境・平和運動家を含む市民が参
加した。この公聴会で、政府・海軍側の説明者として登
壇したギダ海軍原子力推進計画次長は、スライドを使い
ながら２時間にわたって海軍の原子炉の安全を強調し
た。証言の中には、部分的には海軍原子炉についての
新しい情報を含んでおり、その意味では有用な速記録
である。しかし、安全性を客観的に評価するために必要
な核心に触れる技術情報は、機密として明らかにされる
ことはなかった。ひとことで言えば「機密だから根拠は言
えないが、海軍を信じろ」というものである。

海軍の「原子炉事故」の定義は、
極めて狭い：①

　海軍は「原子炉事故」を起こしていないと繰り返し宣
伝している。ギダ氏が公聴会でまず強調するのもそのこ
とである。しかし、その事故の定義は、「核燃料が損傷し
て核分裂生成物が放出される」事態と表現されている。
つまり、炉心損傷があったり、放射能が環境に放出されな
ければ彼らの定義する原子炉事故とはならないのであ
る。ちなみに、海軍には「放射能事故」という定義もある
が、それも、許容量を超えた被曝がなければ事故の定義
に入らない。海軍の内部文書から、これらの定義を訳出
しておこう(右の囲み)。
　原子力産業において国際的に通用している事故評
価の尺度と照らし合わせると、米海軍の定義はきわめて
狭いことがわかる。１９９２年から国際的に採用されている
「国際原子力事象評価尺度」（ＩＮＥＳ）１は、原子炉事故を

　０５年１２月２３日付けの『朝日新聞』神奈川版に、同社の取材班が在日米海軍司令
部に出した質問状への回答が掲載されている（残念ながら地方版であり、全国的に
は報道されていない）。一方、ピースデポは、１９９６年４月９日にカリフォルニア州コロナ
ド市で開かれた公聴会において、海軍のリチャード・ギダ海軍原子力推進計画次長
が、原子炉と原子力艦の安全性について熱弁を振るったときの速記録を入手した。そ
こでの彼の説明は、１２月の『朝日』掲載の海軍回答と極めて似通っている。つまり、海軍は「マニュア
ル化」された「安全性ＰＲ手法」を用意しており、そのような計算しつくされた都合のよい情報のみを意
図的に流し始めた、と考えてよいであろう。
　ギダ証言の速記録は１１５ページに及ぶが、その中で参考になる技術情報を含む部分や、海軍の言
い分の特徴的な部分を抜粋して７、８ページの資料に示した。それぞれの部分に関連したコメントや反
論を以下に掲げる。見出しの後の数字は資料の項目番号に対応する。

「レベル７」（深刻な事故）から０（尺度以下）の８段階に分け
ている。海軍のいう「事故」は概ね「レベル４」以上のもの
に限定されている２。ギダ氏が後で述べるような原子力潜
水艦の沈没も、炉心の破損が確認されず、放射能が検
出されていないので「原子力事故」に該当しないことに
なる。このような狭い定義を根拠とした安全運転記録は、
著しく信頼性の低いものといわねばならない。
　海軍にとって安全確保の動機付けは、まず「乗組員の
安全」であると、ギダ氏は述べている。だとすれば、海軍内
部には、より詳細な放射能管理の評価尺度があり、記録が
蓄積されているはずである、これは公表されない。安全を
主張するならば、軽微な事故を含めた全データの開示が
不可欠である。ギダ証言の別の個所（④）には、軽微な放
射能事故について報告義務がないと強調されている。

堅牢？
実は船底からの衝撃に弱い：②

　ギダ氏が示した原子力空母「ルーズベルト」の衝撃テ
ストの写真は、前出の朝日新聞神奈川版にも掲載されて
いた。しかし、ここでの説明には疑問が残る。ギダ氏は、
原子炉は加速度５０Ｇ以上の衝撃に耐えうるように設計さ

海軍原子炉の事故の定義
海軍作戦部長通達（ＯＰＯＮＡＶＩＮＳＴ）３０４０．５Ｂ（１９８１年４月３日）

原子炉事故
　炉心の損傷を引き起こすような制御不能な原子炉臨界事態、あるい
は、核分裂生成物の炉心からの相当量の放出を引き起こすような冷却
材の喪失事態。

放射能事故
　生命、健康、あるいは財産に対して危険を及ぼす放射能または放射
性物質の管理喪失、または人数にかかわらず一般市民が許容限度を超
えてイオン化放射能を被曝するに至るような放射能または放射性物質
の管理喪失。

「信じよ、さらば安からん」
米海軍の「安全性ＰＲマニュアル」に反論する
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れているとしているが、実際にルーズベルトで行われた
のは設計値の１０分の１＝５Ｇをシミュレーションしたテスト
である。これは、ギダ氏によれば、「大きな地震の加速度、
０．５Ｇ」の１０倍ということであるが、設計値と衝撃テスト条
件の差は余りにも大きい。したがって、設計の妥当性がテ
ストで実証されたかのように述べるのは、かなり強引な議
論である。しかも、テストは「４０，０００ポンドの高性能爆薬
を右舷から７３４フィート（約２４０メートル）の場所で爆発させ
た」ものであり、「砲弾や爆弾、魚雷による衝撃」（ギダ氏）
のような直撃による爆発、火災を伴う事態を近似するもの
とは言えない。
　実際は、ニミッツ級原子力空母は船底に構造的脆弱
性を抱えていることが米国学術研究会議３が行った将来
の空母の設計と技術に関する大型研究によって明かに
なっている。同報告は、９４年までに８隻のニミッツ級空母
にそなわっている船底保護システムは、竜骨の下からの
大型魚雷の攻撃に対しては不十分であると指摘してい
る。しかし、港の水深による制約や、船の喫水、船内容積
の利用可能性などの要素が絡み合い、さらなる補強は
難しいということである４。
　ギダ氏は、原潜スレッシャー（６３年）とスコーピオン（６８
年）の沈没事故を逆に原子炉堅牢性の証左としてあげて
いるが、これも疑問が多い。スレッシャーは水深２，５００メー
トル、スコーピオンは３，０００メートルの深海に沈没し、深海
探査艇などで残骸の一部は確認されたが船体は回収さ
れていないので原子炉が破損されていないことは誰も確
かめていない。ギダ氏が示す根拠は、海水や底質の放射
能測定データであるが、測定の困難さ、海流の問題に加
え、放射能の漏出が緩慢であれば、数年に１度の採取・分
析結果でこのような結論を出すには大きな無理がある５。

停泊中に
炉を動かすこともありうる：③

　空母の原子炉の出力規模について、ギダ氏は、正確
な数字は秘密としつつ６０万キロワットという数字を示唆
している。これは現在流布している情報と一致する。ま
た、戦闘における機動性のために、急速に出力変動がで
きるという点を強調している。しかし、「戦闘では低出力か
ら１分かそこらで１００％に出力を上昇させる能力がある。
港における出力変動幅はこれよりずっと小さいのでまった
く問題がない」という説明の仕方に留まっている。炉の設
計に遡ってそのような能力がいかに安定的に保証され
ているのかを説明しない。原子炉及び推進部の設計、計
算、運転マニュアルなど、専門家が検討できるような情報
が秘匿されたままのこのような説明は説得力を持たない。
　一方、ギダ氏が「仮に、陸上電力が供給できない場合
には、原子炉をごく低出力で運転して必要最低限の電
力を艦に供給」するといっていることは重要である。
　横須賀母港化に関連して、日米政府は「停泊中は陸
上の電力を利用する」と説明しているし、繰り返し停泊中
の炉の運転を否定してきた。しかし、例外的に原子炉を
動かさなければならない事態は当然考えられるのであ
り、海軍は日本ではそのことを明らかにしていない。陸上

施設に何らかのトラブルが発生し、しかも軍事的要請が
優先され電力を必要とする場合は十分にありうることで
ある。どのようなケースで停泊中に運転するのか、「ごく低
出力」とはどの程度のことを指しているのかなど、問題は
多 あ々る。
　

「法令遵守」は
あくまでも自主規制？：④

　ギダ氏は、海軍が遵守する法令として、カリフォルニア
州の「化学的有害廃棄物に関する規則」、環境保護局（Ｅ
ＰＡ）の毒性物質規則、「大気浄化法」に基づくカリフォル
ニア州、ＥＰＡの規則などを列挙している。しかし、海軍が
それら規則の所轄官庁の監督下におかれ、強制的権限
を受け入れることは明言していない。
　ギダ氏が唯一海軍の義務として明言しているのは、
スーパーファンド法（ＣＥＲＣＬＡ）に基づくＥＰＡへの、「報告
義務」である。例えばコバルト６０の放出量が１０キューリー
を超えた場合には報告する。しかし、それ以外の放射能
放出については、「ひとつの港で1年間に放出された放
射能の総量が1ミリ・キューリー以下であり、ＥＰＡやＮＲＣ
（原子力規制委員会）の基準に照らして問題のない値で
あれば、その一部である個々の放出については問題に
ならなので報告しない」というのが海軍の方針である。そ
の理由をギダ氏は「不当な誤解を避けるため」としている
が、あらわな秘密主義である。
　日本における母港化に関しては、法的拘束力のある規
制がどのように行われるのかが、厳密に議論されなけれ
ばならない。

事故への対応策は
地元が作る：⑤

　原子炉事故への海軍の初動的対応は、艦船もろともに
人口密集地から遠いところに曳航するというものである。
さらに注意するべきことは、「海軍は独自の事故対策資
源を持っており、自治体などの資源を必要しない」と、海
軍の自己完結性をギダ氏が強調していることである。
『朝日新聞』への回答でも、「（米本土で）原子力軍艦の母
港で、避難やヨウ素剤の配布など原子炉事故に備えた
特別な計画はない」と海軍は述べている。これは、仮に原
子力空母を受け入れるならば「原子炉事故に備えた特
別な計画」は、地元自治体もしくは政府が持たなければ
ならないことを意味している。
　受入れ国が持つ計画の事例として、オーストラリア政
府の「オーストラリアの港への原子力推進艦船の寄港」
（１９８９年）という国防省決定に基づく計画がある。同政府
は、「寄港原子力艦船パネル（ＶＳＰ（Ｎ））」が、放射能規準
などに照らして承認した停泊地に限って原子力艦船の
寄港を認めている。そして、最新の技術情報によってアッ
プデートされる「想定事故」のシナリオに基づき、ヨウ素剤
の配布や住民の避難などの計画が立案される（前出のよ
うに、事故を起こした艦船は遠方に曳航することが前提とさ

れている）６。
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①原子炉の安全記録に関して

　我 は々現在、４６００原年・基（訳注：原子
炉の数に運転時間を乗じた数字）の安全
運転記録を継続中です。その間、事故は一
度も起こしていません。ここでいう「原子炉
事故」とは、原子力産業における専門用語
で、その意味は「核燃料が損傷して核分裂
生成物が放出される」事態です。（略）
　我々が申し上げるのは、海軍はこのよう
な事故は起こしていないということです。そ
れが＜４６００原年・基＞という意味です。
　１９４９年に原子力艦計画を創始し、８２年
の退役まで３３年間これを指導したリコー
バー提督は原子力艦船の建造に当っての
三原則を示しました。①軍事的有効性、②
乗組員の安全、③環境保護。
　これらの三原則のいずれをおろそかに
してはなりません。なぜならば、何があろうと
乗組員の生命を危険にさらしてはならない
からです。

②海軍原子炉の堅牢性に関して

　艦船の原子炉では、まず第一に戦闘に
よる衝撃に耐えうるように設計する必要が
あります。ショックというと、皆さんは地震や
衝突による揺れなどを想像するでしょう。戦
闘によって受ける衝撃は、それと似ていま
すが、遥かに大きなものです。戦闘におい
て船が受ける砲弾や爆弾、魚雷などによる
衝撃は地震等とは比べものにならないほど
大きく、深刻です。ここでは、加速度５０Ｇ－
重力加速度５０倍以上の衝撃について考え
て見ましょう。正確な数字は秘密です。しか

し、５０倍以上といえば想像はつくと思いま
す。大きな地震による衝撃の加速度は０．５
Ｇ、つまり重力加速度の半分です。私がお
話するのは、その１００倍の衝撃です。原子
力艦の燃料も原子炉も、そのような衝撃が
あっても破壊されたり、ダメージを受けるこ
とがないように設計されています。
　ここに示す写真は１９８７年にセオドア・
ルーズベルト（ＣＶＮ７１）で行った衝撃テス
トのときのものです。４０，０００ポンドの高性能
爆薬を右舷から７３４フィートの場所で爆発
させました。衝撃力は設計値の１／５でし
た。このテストの間、原子炉は動いており、
停止しませんでしたし、ダメージは受けま
せんでした。推進系統にも損害はありませ
んでした。本質的なことは、我 は々実際に、
不慮のリスクを避けうるぎりぎりの条件で、
戦闘による衝撃のシミュレーションを行って
いるということです。この衝撃は、地震より遥
かに大きなものです。（略）
　さて、海軍の推進システムと燃料がいか
に堅固に作られているかを示す例として、
１９６０年代に失われた２つの艦についてお
話します。１９６３年に沈没した原潜スレッ
シャーと、１９６８年に沈没したスコーピオンで
す。これら２隻は原子炉と関係のない問題
が原因で沈没しました。スレッシャーの沈
没原因は海水の漏れであり、スコーピオン
の沈没は我々が信じているところでは、魚
雷の誤動作が原因でした。肝心なことは、２
隻が、原子炉の中に燃料を入れたまま沈
没したということです。
　何年にもわたり、我 は々２隻が沈没し、破
片が発見された海域のモニタリングを続け
ました。そして、原子炉が海底にあることを

見つけました。そして、底質のサンプリング
調査を続け、燃料から高放射能性物質の
放出が起こっているか否かを調べました。
いずれのケースにおいても、放射性物質の
放出は認められませんでした。つまり、この
ような艦の破局的な事態、激しい衝撃と破
壊という環境下でも核分裂生成物は放出
されていなかったのです。最新のモニタリ
ング調査は、１９８０年代中期に行われまし
た。近く再度の調査を行う予定です。

③原子炉の出力に関して

　海軍の原子炉の出力は商業用に比べ
てごく小さなものです。潜水艦で商業用の
１０％以下、空母の２つの原子炉は１基あた
り２０％以下です。典型的な商業炉は熱出
力３，０００メガワット（３００万キロワット：訳注）、
電気出力１，０００メガワット（１００万キロワット）
ですから、その２０％といえば、熱出力６００メ
ガワット（６０万キロワット）となります。正確な
数値は秘密ですが、この数字で、商業炉よ
りいかに小規模なものであるかを理解でき
ると思います。
　我 は々、原子炉を、出力を急速に変動さ
せうるように設計しなければなりません｡商
業用原子炉においては、原子炉を起動し
た後、出力はきわめてゆっくりと上昇させま
す。原子炉の温度上昇速度が場所によっ
て異なることによる、いわゆる熱応力を避け
るためです。
　しかし、海軍の原子炉ではこのような運
転は得策ではありません。なぜなら、5ノット
で航海しているときに、突然、魚雷の音が
聞こえたら、あるいは、艦載機の発信命令
が出ることなどを考えれば、こんなやり方で
は上手くいきません。（略）したがって、我々
は、原子炉の出力を例えば、1分かそこらで
ゼロから１００％に上げられるようにする必要
があります。（略）
　無論、港の中で低出力から１００％に出力
を上昇させるなどということはありえませ
ん。そんなことをしたら、岸壁を引きずって

＜資料＞

コロナド市議会公聴会における
ギダ海軍原子力推進計画次長の証言－抜粋－

（１９９６年４月９日）
※話し言葉に起因する反復は省略した。また、説明の流れ
をわかりやすくするために、順番を一部入れ替えてある。
※小見出しは編集部による。

　もし原子力空母の母港を受け入れるならば、日本政府
も横須賀市もこのような計画を持つことが求められる。そ
のためには相当の時間をかけた米国への情報開示要
求と公開の議論、周到な技術的検討が必要となろう。

１年にトラック２台分の放射性廃棄物、
横須賀では？：⑥

　ギダ氏はノース・アイランドでは、「管理工業施設（ＣＩ
Ｆ）」、「艦船メンテナンス施設」、「メンテナンス支援施設」
の３施設が必要となり、このうち放射能を扱わない推進機
関部分を対象とする「艦船メンテナンス施設」以外の２施
設では、低レベル放射性廃棄物や有害化学廃棄物を扱
うと説明している。この部分のギダ氏の証言には、１年に
トラック１～２台分など放射性廃棄物に関する有益な情報
が含まれている。

　一方、『朝日新聞』に対して、海軍は「横須賀に配備さ
れるジョージ・ワシントンでは、すべての放射線関係の作
業を艦内で実施する」と回答しているが、これが「ＣＩＦや
放射性廃棄物貯蔵所を設置しない」ことを意味するのか
否かは不明である。明確にされなければならない。

（田巻一彦、梅林宏道）　　
注
１．文部科学省ウェッブサイト：www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/

01/04012802.htm
２．日本の事故で言えば９９年の東海村ＪＣＯ臨界事故は「レベル４」
である。一方、９１年の関電美浜原発２号機の蒸気発生器細管損
傷事故はＩＮＥＳでは「レベル２」である。

３．米国アカデミーの組織で米国科学アカデミーなどを含む。米政府
に助言する権限を法的に与えられた学術組織。

４．ハンス・クリステンセン、ウィリアム・アーキン、ジョシュ・ハンドラー
「航空母艦―原子力化の限界」（ネプチューン・ペーパーＮｏ．７、
９４年６月）参照。

５．梅林宏道著「隠された核事故」（１９８９年。創史社）参照。
６．最新の「想定事故」はhttp://www.arpansa.gov.au/ref_acc.htm

●Ｍ
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進んでしまうことになります。原子炉の設計
は、軍事的理由からこれだけの余裕を持っ
ている、港で低出力状態の時にはこれだ
けの安全性に余裕を持った状態であると
いうことです。原子炉の設計そのものが、深
刻な事故に際してもその影響を最小限に
するようになっているということです。
　高出力状態で運転されている原子炉
が、すぐ隣にいる乗組員にとって安全であ
るならば、港に入っているときの原子炉は
安全です。埠頭に停泊中、原子炉は停止さ
れており、必要な電力は陸上の電力で賄
われます。貴重な核燃料を消費する理由
などありません。仮に、陸上電力が供給でき
ない場合には、原子炉を極低出力で運転
して、必要最小限の電力を艦に供給しま
す。いずれにせよ、停泊中の原子炉の運転
出力はゼロか定格の２０％です。さらに原子
炉の定格出力自体が商業炉の２０％です。

④法令遵守に関して

　原子力規制委員会の下で、商業用原子
炉１年間に一定量の放射能を放出すること
が許されており、定期的に意図して環境中
に放射能を放出しています。海軍の原子
炉は、この放射能の放出を避けるように設
計されています。海軍は沿岸から12カイリ
以内の場所では、一切意図的な放射能の
放出は行いません（略）。放出の記録は、毎
年「ブルーブック」と呼ばれる報告書で公
表しています。この報告書には、海軍の推
進用システムが世界中の港、洋上、沿岸か
ら１２カイリの海域、その他すべての場所で
放出した放射能の総量が記載されていま
す。総放出量は、1ミリキューリー以下であ
り、これは年間の（自然）ガンマ線の放射量
の１，０００分の１です。これに比べて、典型的
な商業炉であるサン・オノーフェ発電所が
意図的に放出している放射能は５００ミリ
キューリーです。
　我 は々、「資源保全及び回復法」に基づ
くカリフォルニア州の「化学的有害廃棄物
に関する規則」に従います。また「毒性物質
管理法（ＴＯＳＣＡ）」に基づくＥＰＡの毒性物
質規則に従います。また我々は、「大気浄
化法」に基づくカリフォルニア州とＥＰＡの大
気への排出に関する規則にも従います。
「排出」するものには放射能が含まれます。
　皆さんはご存知ないかもしれませんが、
ＥＰＡもカリフォルニア州も放射能の大気へ
の排出を規制しています。我 は々例外なく
これらに従います。カリフォルニア州の規則
には水への排出は含まれていません、これ
は他の形態の排出に関するものです。我々
は同時に、「包括的環境対応及び補償責
任法」（ＣＥＲＣＬＡ、別名「スーパーファンド
法」）に基づくＥＰＡの排出規制にも従いま
す。（略）この法律は、特定の物質の排出量
が一定の規制値を超えたときには、ＥＰＡの
国家対応センター（ＮＲＣ）に通知することを
義務づけています。
　代表的な放射性核種であるコバルト６０

について考えてみましょう。この核種の排
出規制値は１０キューリーです。したがって、
我々がこれ以上の量を排出したならば、連
邦規則３０２．４・付録Ｂに従いＥＰＡに通報す
る義務があります。これは、海軍も重大な事
故の責任を逃れることができない、事故が
起きたときに規制当局への報告義務を免
れないということを示す例です。
　我々が一つの港で偶発的に放出してい
る放射能は、先に述べたように年間１０００分
の１キューリー以下であり、報告が義務付
けられた数値＝１キューリーの１万分の１に
すぎません。これは年間の総量であって、
ＥＰＡへの報告義務値は一回の放出あたり
です。
　「ブルーブック」には、意図されたもので
あるか不慮のものであるかを問わず－我々
の場合は、沿岸から１２カイリ以内での排出
は、すべて不慮のものですが－の排出量
の総和が記載され、公衆が知るところとなり
ます。我々の見解は次のようにシンプルで
す。一つの港で１年間に放出された放射能
の総量が１ミリキューリー以下であり、それ
がＥＰＡ、ＧＡＯ、ＮＲＣの基準に照らして問題
のない値であれば、その一部である個 の々
排出量もまた問題にならない。これは論理
的に導かれる結論です。
　個 の々出来事を報告するのが有益で適
切であるとは考えていません。それにはい
くつかの理由がありますが、もっとも大きな
理由は、不当な誤解を避けるためです。

⑤事故への対応に関して

　軍艦の原子炉が事故を起こした時に
は、ＮＲＣが商業用原子炉ではとても使えな
い方法で対処します。すなわち、軍艦を人
口密集地から離れた所に移動させるので
す。軍艦を外洋まで牽引していくか、破損
していない原子炉を起動させてその動力
で移動させます。
　この方法を評価したＮＲＣの結論は、これ
は実に重要な切り口であるというものでし
た。なぜなら、スリーマイル島事故のとき、原
子炉は、完全に沈静化するまで１週間以上
にわたって放射能を放出しつづけたから
です。(略)
　海軍は独自の事故対策資源（訳注：装
備や人員）を保有しています。我 は々、コロ
ナド市や他の官庁の資源の使用を必要と
しません。我 は々自らの計画に責任を持っ
ており、自らの問題としてそれに対処する
に十分な資源を持っています。そして、仮
にこの点における我々の判断に不備が
あった場合には、連邦放射性非常事態対
応計画（ＦＥＲＰ）というバックアップが用意
されています。これは、連邦緊急事態管理
庁（ＦＥＭＡ）の文書であり、すべての連邦
機関から提供された特定のリソースが集
約されています。

⑥三つの陸上施設

　原子力空母の母港を支援するために
我々が必要としている施設は、３種類ありま
す。第１は「管理工業施設」（ＣＩＦ）と呼ばれ
るものです。ここでは放射能レベルの低い
作業が行われ、低レベルの放射性廃棄物
が発生し、搬出されるまでの間保管されま
す。発生する低レベル廃棄物は平均して
年間１０立方メートル以下です。大きめのク
ローゼットと大体同じ容積です。空母１隻あ
たりに発生する廃棄物量はこのぐらいにな
ると計画しています。これらの低レベル廃
棄物は、年に１、２回トラックで搬出され、カリ
フォルニア州外の地下処分場に運ばれま
す。地下処分場は現在２ヶ所あり、南カリ
フォルニア州のバーンウェルとワシントン州
にありＵ．Ｓ．エコロジーによって運営されて
いるハンフォードです。（略）搬送用コンテ
ナは、我々ではなく運輸省が承認したもの
を使います。搬送は、すべて運輸省とＮＲＣ
（原子力規制委員会）の規準に則って行わ
れます。
　ところで、ＣＩＦ自体は、たんに大規模な機
械加工工場以上のものでも以下のものでも
ありません。ここでは、放射能に汚染された
部品を扱います。例えば、バルブを持ち込
んで検査のために分解し、必要に応じて部
品の交換を行います。ＣＩＦで行う作業はこ
れだけです。この作業は、密閉され区分さ
れた区画で行います。これらの作業場所
は、負圧に調節され、つねに外部から空気
を取り込む形になっており、排出される空気
はＨＥＰＡフィルター（高性能粒子フィル
ター）を通じて排出されます。従って通常の
運転状態では放射能は排出されません。さ
れたとしてもＨＥＰＡフィルターを通っている
ので大気中への放射能の排出は極めてわ
ずかです。
　二つ目の施設である「艦船メンテナンス
施設」では、放射能のない推進部の作業を
行います。扱うのは、放射性物質を含まな
いタービン等です。放射能を含む一次冷却
系と放射能のない二次冷却系は分離され
ています。
　三つ目の「メンテナンス支援施設」は、ス
タッフのオフィスと混合廃棄物貯蔵施設か
ら構成されます。混合廃棄物とは放射性廃
棄物と有害化学廃棄物の混合物です。放
射性物質も有害化学物質も含まれる量は
ごくわずかであり、規制が入り組んでいる
だけで、物自体は特段に有害ではありませ
ん。含まれる可能性があるのは、少量の鉛、
クロム、少量の放射性物質です。混合廃棄
物の発生量は、年間４立方メートルと見込
んでいます。低レベル放射性廃棄物の１０
立方メートルより少ない量です。この施設は
マグニチュード７の地震に耐えうるように設
計されています。
　しかも重要なことは、これらの施設で行う
作業には、高レベル放射性廃棄物、使用済
み燃料または超ウラン元素（訳注：プルトニ
ウムなどウランより重い元素）は一切含まれ
ません。（訳：ピースデポ）
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とよさき　ひろみつ　フォト・ジャーナリスト。アメリカの核実
験で被曝させられたマーシャル諸島の人 を々中心に、２５年以
上にわたり日本と世界の核被害者・被曝者の取材を続けてい
る。近著『マーシャル諸島　核の世紀　１９１４―２００４』（上下
巻。日本図書センター、２００５年５月）は、書き下ろし２，３００枚に
のぼる必読の大作。
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【連載】　いま語る―５

撮影：今井　明

　以前、「２０世紀史」に関する本の編集を手伝ったことが
あるのですが、そのときに気づいたことは、いかに少数の
人たちの言葉や、少数の人たちの受けてきた歴史が記録
されていないかということでした。２０世紀という時代を語る
なかで、核開発の歴史や核政策といったものはさまざまな
ところで書かれてきています。ところが、被害を受けている
側についての記録は、残念ながらほとんど皆無に等しい
んです。たとえば、広島・長崎への原爆投下で何人が亡く
なったというように日付や数字は出ていても、被爆者たち
がそこからの６０年間をどのように生きてきたのか、被爆後
の歴史は書かれていません。ましてや、マーシャル諸島や
他の地域での核開発による被害者側の話というのは圧倒
的に少ないんです。
　僕は１９７８年からマーシャル諸島の人々の取材をやって
きましたが、核実験に至るまでの過程と被曝した人々のそ
の後について、きちんと時系列のなかで記録を残していき
たい、そう考え続けてきました。これは広島・長崎の被爆者
も同じですが、だんだん年をとって人々の記憶が曖昧に
なっていますし、体験者が亡くなっていくとその事実もいず
れどこかで消えてしまうのではないか、そうした怖さをずっ
と感じていたからです。それでマーシャル諸島の人 の々２
０世紀史、被曝史を書こうと思い、マーシャルの人 の々歩ん
できた道を２０世紀の時代の流れに落としていくという作業
を始めました。

　『マーシャル諸島　核の世紀　１９１４－２００４』で行ったこ
とは、言ってみれば「年表」への肉付けなんです。マーシャ
ルの人 を々基本にして、世界のいろんな被曝者がどのよう
な経験をしてきたか、日本はどうであったか、そのときの国
際情勢はどうであったか――それらを同時代的に描いて
いくという作業です。冷戦のなか米ソが角を突き合わせ、
本当にばかげた戦略の話をしている一方で、被害を受け
た人 は々すさまじい苦しみのなかに放置されてきたわけ
です。それらを対比していくのにはこういう書き方しかない
と思いました。歴史というのは、日本だけで動いているわ
けではないし、もちろんアメリカだけでも、マーシャル諸島
だけでもない。地球上で同時期に何が起きていたかを丹
念に拾って描いていけば、その時代の世界が見えてくる
のではないか、と考えました。もちろん重心は被害者側に
置いてですが。
　この本を手に取った人は、写真がほとんど入っていない
ことに驚いたかもしれません。今回は、文章によって記録す
るという形をとっています。被曝者ひとりひとりが体験してき
た被害の深刻さや広さというものを、時代・時間という流れ
の中で考えたときに、写真だけでは非常に伝わりにくいと
考えたからです。もちろん僕は写真を撮る事をずっとやっ
てきたし、これからも続けていくつもりです。しかし、核と関
係ないところで生きてきた人々が、いったいどのような過程
を経て被曝者にさせられてしまったのか、それによって
人々が被った肉体的、精神的な被害、そして社会的な被
害とはどのようなものだったのか――そういったことは今の
被曝者を写真に撮るだけでは伝わらない。そういう人たち
の生み出されてしまった時代を描き、被曝の実相とはなに
かをきちんと伝えていくためには、文字で書くしかないと
思っています。
　広島・長崎への原爆投下、第五福竜丸の被災事件を含
めて、いまの日本で決定的に欠落していることが２つありま
す。一つは「主語」を言わなくなったことです。「アメリカ」が
広島・長崎に原爆を落とした、「アメリカ」の水爆実験によっ
て第五福竜丸が死の灰を浴びさせられた――こうあるべ
きところ、あたかも最初から存在する事実のように「広島に
原爆が投下され・・・」と始まります。これは大きな間違いで
す。誰が何のために投下したのかを言わなければ、物事を
考える原点がなくなってしまう。
　そしてもう一つは、被曝が６０年間ずっと続いているとい
う事実です。それは広島、長崎で終わったものではない
し、１９５４年３月１日に終わったものでもない。そこから始まっ
て今なお続いているんです。核開発のあらゆる工程で新
たな被曝者が続 と々生み出され、体をむしばまれ、精神的
にもむしばまれ、社会的にも追い詰められていっています。
その人たちがどう生きてきたのか、どのような救済・支援を
受けてきたのか、あるいは差別されてきたのか、僕はこれ
からもそれらを語り続けていこうと思っています。今につな
がっている――そう言い続けていかないと、時間の片隅
に消えてしまいますから。（談。まとめ：中村桂子）
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次の人たちがこの号の発行に
参加･協力しました。

秋山祐子(ピースデポ)､田巻一彦（ピースデポ）、中村
桂子（ピースデポ）、丸茂明美（ピースデポ）、青柳絢子、
鵜飼礼子、大澤一枝、津留佐和子、中村和子、林公則、
梅林宏道

宛名ラベルメッセージについて
●会員番号（６桁）：会員の方に付いています。●「（定）」：会
員以外の定期購読者の方。●「今号で誌代切れ、継続願いま
す。」「誌代切れ、継続願います。」：入会または定期購読の更
新をお願いします。●メッセージなし：贈呈いたしますが、入
会を歓迎します。

ピースデポの会員になって下さい。
会費には、『モニター』の購読料が含まれています。会員には、会の情報を伝える『会報』が郵送されるほか、書籍購入、情報等の
利用の際に優遇されます。『モニター』は、紙版（郵送）か電子版（メール配信）のどちらかを選択できます。料金体系は変わりませ
ん。詳しくは、ウェブサイトの入会案内のページをご覧ください。（会員種別、会費等については、お気軽にお問い合わせ下さい。）

書：秦莞二郎

ピースデポ電子メールアドレス：事務局＜office@peacedepot.org＞梅林宏道＜CXJ15621@nifty.ne.jp＞
田巻一彦＜kz-tmk@j03.itscom.net＞中村桂子＜nakamura@peacedepot.org＞丸茂明美＜marumo@peacedepot.org＞

今号の略語

ＣＩＦ＝管理工業施設
ＣＥＲＣＬＡ＝スーパーファンド法
ＥＰＡ＝環境保護局
ＦＥＭＡ＝連邦緊急事態管理庁
ＩＡＥＡ＝国際原子力機関
ＩＮＥＳ＝国際原子力事象評価尺度
ＮＩＳ＝海軍調査部
ＮＲＣ＝原子力規制委員会

日  誌
２００６.１.６～１.２０

作成：中村桂子、林公則

ＤＯＤ＝米国防総省／ＩＡＥＡ＝国際原子力機
関

沖縄
●１月７日付　普天間移設問題で、名護市が国に
修正案を水面下で求めていることが判明。
●１月７日　未明にキャンプ瑞慶覧内で外国人に
よるとみられるタクシー強盗事件が発生。
●１月１１日　衆院外務委員会のメンバーらが稲
嶺知事と普天間移設問題について懇談。

●１月１１日　キャンプコートニーで深夜に海兵隊
が上陸訓練実施。
●１月１２日　読谷村楚辺通信所の強制使用を巡
る県収用委員会の公開審理が開かれ、結審。
●１月１２日　翁長那覇市長が、普天間移設問題
で、硫黄島移設案を稲嶺知事などに説明。
●１月１３日付　１１、１２日に開かれた日米審議官
級協議で、嘉手納飛行場の訓練移転の開始年次
が提示されたことが判明。
●１月１７日　嘉手納飛行場所属のＦ１５が伊計沖
に墜落。国と県が同機の飛行中止を米軍に要求
したが、拒否。
●１月１８日　嘉手納飛行場に関する三市町連絡
協議会が同基地を訪ね抗議。Ｆ１５部隊の即時撤
退を要求。
●１月１９日　米空軍が墜落したＦ１５の同型機の
飛行を再開。国は再開を容認。

◆◆◆◆

●１月７日　神奈川県警、横須賀市の女性殺害事
件で、米海軍空母キティホーク乗組員を強盗殺人
容疑で逮捕。
●１月９日付　国連安保理常任理事国５か国、核
燃料研究を断念し英仏独との交渉再開するよう、
イランに個別メッセージを送付。ロイター。
●１月１０日　イラン原子力庁のサイディ次官、同
国の核研究施設の封印解除、核燃料製造に関す
る研究をＩＡＥＡ監視下で再開と発表。
●１月１１日　在日米軍再編を巡る日米外務・防
衛当局の審議官級協議、ＤＯＤで開始（～１２日）。
●１月１２日　英独仏外相、ベルリンでイラン核問
題への対応策を協議。安保理に付託し、制裁を検
討すべきという見解で合意と発表。
●１月１２日　イラン最高安全保障委員会、「われ
われの核問題が、安保理に付託されることを懸念
していない」。
●１月１２日　アナン国連事務総長、イランが「一
定の時間枠内ならば、真剣かつ建設的な交渉に
関心がある」と述べたと明らかに。
●１月１２日　ライス米国務長官、英仏独外相協議
の結果を「全面的に支持する」。

●１月１３日　ブッシュ大統領、メルケル独首相と
会談。イラン核開発問題で外交的解決を目指し
協力を強化することで一致。
●１月１３日　ラムズフェルド米国防長官、訪米中
の谷垣財務相と会談。在日米軍再編にからみ日
本側の財政的協力を要請。
●１月１６日　英独仏米ロ中の外務次官級による６
か国会合、ロンドンで開催。ＩＡＥＡ緊急理事会の
２月２～３日開催で合意。
●１月１６日　訪米中の額賀防衛庁長官、ローレス
米国防副次官と非公式会談。
●１月１７日　額賀防衛庁長官、ＤＯＤでラムズフェ
ルド米国防長官と会談。最終報告に向けた協議
の加速で一致。
●１月１８日　ＩＡＥＡ、緊急理事会の２月２日ウィー
ン開催を発表。英独仏は付託決議案の草案回覧
を開始。
●１月１９日　シラク仏大統領、テロ攻撃には「通
常兵器による反撃もあり得るし、別の方法もあり得
る」と核報復の可能性を示唆。
●１月２０日　政府、２１道府県の「国民保護計画」
を閣議決定。
●１月２０日　イランの反体制組織「国民抵抗評議
会」英国支部、テヘラン西方のカラジ付近にある
秘密の核兵器関連施設の存在を明らかに。

プログラム
　２：００ｐｍ　開会　総合司会：湯浅一郎

　

　特別講演：十字路の日本、問われる市民（仮）
　　　　　　高野　孟（インサイダー編集長）
（日本と近隣アジアとの安保関係についてお話いただきます）

３：３０ｐｍ

　フォーラム：米軍再編と新しいビジョン

　 　

　　コーディネーター　中森圭子（平和の白いリボン）
　　何が起こっているか　梅林宏道（ピースデポ）
　　基地県・神奈川で考える　岩本香苗（相模原市議）
　　原子力空母の恐怖　呉東正彦（「考える市民の会」）
　　東北アジア「平和へのビジョン」　中村桂子（ピースデポ）

　 　

　　フロアとの討論（５０分）
５：３０ｐｍ閉会／６：００ｐｍ交流会

総会イベントのご案内

市民フォーラム：
米軍再編とアジアの私たち（仮）
日時：２００６年２月２５日（土）午後２：００～５：３０
場所：川崎市国際交流センター

レセプションルーム

※午後６：００より同会場にて交流会をおこない
ます。（参加費３，５００円程度）交流会に参加ご
希望の方は、ピースデポまでお申込ください。

資料代：８００円

翌日、ピースデポ総会を同会場の第１会議室にて開催します。
午前１０時（９時３０分会場）開始。どなたでも参加できます。


